
 

 

 

ノーリフティングケアとは？ 

持ち上げ・抱え上げ・引きずりなどのケアを廃止し、リフト等の福祉用具を積極的に使用するとと

もに、職員の身体に負担のかかる作業を見直すものです。 

 
●応募方法は「令和６年度ノーリフティングケア普及促進事業新規取組施設募集要領」をご確認ください。 
●募集受付期間：令和６年４月１５日（月）～令和６年５月１５日（水）必着 
●県庁ホームページ URL：https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/care-nolift.html 

 

 

 

 

 

 

お問合せ・お申込先：〒825-8585 福岡県田川市大字伊田 4395 番地 福岡県立大学内（3 号館 1 階） 

        特定非営利活動法人 NPO 福祉用具ネット TEL/FAX：0947-42-2286 

福岡県ノーリフティングケア普及促進事業 

令和６年度新規取組施設を募集します！ 

 福岡県では、職員の身体的負担が生じるリスクを低減さ

せ、職員が安全で働きやすい職場をつくることを目的とし

て、令和２年度からノーリフティングケア普及促進事業を

実施しています。 

 今般、ノーリフティングケアに新規に取組む施設の募集

を開始します。 

 新規取組施設は、研修・指導をうけ、ノーリフティング

ケアに取組んでいただきます。講師や先輩施設がマネジメ

ント、実技の両方の面でサポートしますのでご安心くださ

い。 

 ノーリフティングケアにより、腰痛の減少だけでなく、

介護の質の向上や業務改善の効果も見られています。 

 先輩施設と一緒に職場環境の改善に取り組んでみませ

んか？ 

Ｑ ノーリフティングケア普及促進事業に参加する

メリットは何ですか？ 

Ａ 職員とコミュニケーションをとりながら、利用者への

ケアや職場環境を見直すことで、安全な職場づくり、

腰痛の減少、利用者への負担軽減や生産性の向上を

図ることができます。 

 

Ｑ 福祉用具やリフトが無いと参加できません

か？ 

Ａ ノーリフティングとは、現場から腰痛など身体に

負担となるケアを見直して安全に働ける環境を作る

取り組みになります。よって利用者の皆さんが「軽度

だから関係ない」や「福祉用具（リフト）がないから取

り組めない」という事ではなく、組織全体で労働安全

衛生について取り組むことです。しかし、技術研修で

使用する、スライディングシートやスライディングボー

ド、グローブなどは必要になります。リフト等は取り組

みながら検討しても十分に取り組めます。 

 

福岡県ノーリフティングケア
普及促進事業 Q&A 

この事業は、特定非営利活動法人 NPO 福祉用具ネットが福岡県から委託を受けて実施します。 

https://www.pref.fukuoka.lg.jp/contents/care-nolift.html

